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鉱山労働 足尾銅山や別子銅山での悲劇
深部採掘での高湿度、粉じんによる肺疾患（じん肺）、落盤事故、有害ガス
による中毒、そして周辺地域を巻き込んだ重篤な公害問題。

軽工業 製糸 紡績工場の「女工哀史」
10代前半の若き女性労働者たちが、昼夜2交代制による深夜労働、蒸し暑く窓の
閉め切られた多湿な室内、結核などの感染症の蔓延に晒されました。

法整備前 企業の安全配慮義務は皆無
事故が起きても「本人の不注意」と片付けられ、病気になれば解雇。治療費の支
給や補償、労働環境を測定 改善するという概念は一切存在しませんでした。
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労働政策研究 研修機構



もともと
産業医学は

工場などで
発展

第3次産業が増え、
産業保健の内容も

変化が必要になっ
てきている。

社会実情データ図録

労働安全衛生に

自発的に取り組む
という視点が重要！

法令を遵守することは重要ですが、
1.新しい課題(例：コロナ禍)への対応策は示されていない。
2.問題解決策そのものが示されている訳ではない。
3.網羅的に記載されており、中小事業場では現実的に対応
が難しい内容も記載されている。

法令遵守型産業保健の限界







事業場の規模と衛生管理者数





第一種衛生管理者、第二種衛生管理者

農林水産業・鉱業・建設業・農林水産業・鉱業・建設業・
製造業(物の加工業を含む)・電
気業・ガス業・水道業・熱供
給業・運送業・自動車整備
業・機械修理業・医療業およ
び清掃業

その他の業種その他の業種

第一種衛生管理者免許もし第一種衛生管理者免許もし
くは衛生工学衛生管理者免
許を有するもの・医師・歯
科医師・労働衛生コンサル
タントなど

第一種衛生管理者免許、第第一種衛生管理者免許、第
二種衛生管理者免許もしく
は衛生工学衛生管理者免許
を有するもの・医師・歯科
医師・労働衛生コンサルタ
ントなど

職場巡視 (パトロール)

衛生管理者・・・週に1回

産業医・・・月に1回(H29.6より、一定
条件の下、2か月ごとに1回でも可)



衛生管理者 試験合格率



50人以上の事業所なら、月1回
500人以上の事業所なら、毎日
事業場に来てくれる。

H29.6より職場巡視の頻度
1回/2月に緩和(条件あり)

・安全衛生委員会の出席
・職場巡視
・健康に関する面談
・健康診断結果判定

産業医制度



産業医を選任すべき事業場

500人を超える事業場
(有害業務がない場合は1000人)
・・・専属産業医が必要

50人を超える事業場

・・・選任産業医が必要

50人未満の事業場
（産業医必要なし）

⇒地域産業保健センター(地域窓口)
に相談

2026年時点における産業医制度の課題



厚労省
あり方検討会
R4.10.17
参考資料1



健康管理(健康診断)の歴史的側面

A事業場 B事業場 C事業場 D事業場

雇入健診 雇入健診 雇入健診

定期健診

図書館くらいの気楽さで訪問して良いです。





・臨床研修後、すぐに産業医、訪問診療、美容
クリニックやオンライン診療へ進む医師増加し
ている。

・対応を求められる分野の幅が多く、対応が難
しい。
⇒医師に頼らない方法論で進化中 (2020年代)

安全衛生委員会



安全委員会、衛生委員会を開くべき事業場

衛生委員会、安全委員会における調査審議事項

衛生委員会衛生委員会

1)衛生に関する規程の作成
2)衛生に関する計画作成、実
施、評価および改善に関する
こと
3)衛生教育の実施計画作成
4)定期健康診断の結果と対策
5)⾧時間にわたる労働による
労働者の健康障害防止を図る
ための対策樹立
6)労働者の精神的健康の保持
増進を図るための対策樹立

安全委員会安全委員会

1)安全に関する規程の作成
2)危険性または有害性等の調
査、結果、それによる措置の
うち安全に関すること
3)安全に関する計画、実施、
評価、および改善
4)安全教育の実施計画作成



委員会の頻度、周知、議事録の保管

・毎月一回以上

・開催の都度、遅滞なく、議事の概要を労働
者に周知する

・委員会における議事で重要なものに係る記
録を作成して、これを三年間保存

安全衛生委員会

• 安全委員会＋衛生委員会

• 「安全」＝「危ないことへの対応」

• 「衛生」＝「みんなが元気に働けているか」

• 「委員会」＝「話し合いの場」

• 労働災害、仕事に起因する病気の予防を目指そう！



安全衛生委員会をチェックする5つの項目
民医連医療2019.9月号寄稿

 労災発生について話し合っている
 体調不良の職員がいないか話し合っている
 職場巡視について話し合っている
 衛生に関する行事について確認をしている
 法改正やトピックについて話し合っている

委員会

委員会

この1か月を
どのように過ごすか？

・改善につながりそうなことを
【見て】【聞いて】探す。
（≒巡視）

・改善の実践

委員会と委員会の間にやるべきこと



委員会

委員会

・安全衛生委員が
・コロナ禍で不安を感じている職員
がいないか
・聞いて回る。

委員会と委員会の間にやるべきこと(例)

・相談窓口の利用をすすめる
・委員会で相談して欲しいことがな
いか聞く。

認識

組立

動作

何が問題か分
かっているが、
何も取り組んで

いない。

組み立て終
わっているが、
実際には稼働
していない。

改善をすすめるために

組み立てに
こだわり過ぎて
時間を浪費する。

対応者を決める。

期限を決める。
一人で抱え込まない。

実際に行動する。



年間安全衛生
計画(例)

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

〇 ○ ○ ○ ○ ○

〇 〇 〇 〇

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

〇 〇 〇 〇 〇

健康管理

産業医、
健診セン
ター、各

職場職責
者

産業医

☆随時

有給取得率向上、ノーリフトおよび腰痛対策の推進、労働安全衛生教育体制の推進

健康相談日の実施(事後措置等
含む)

第1,3,4火曜15時30分-
17時

ノーリフト
腰痛

メールなどを用いた
労働安全衛生支援体制作り

メンタル
ヘルス

集団分析(5月)、ストレスチェック
の実施、高ストレス者面談(1月-)
有給取得率評価とそれに応じた
声掛け、1月振り返り

雇入れ時健康診断の実施 ☆随時

入職3か月後および夜勤後面談

アンケート作成(4,5月)、アンケー
ト実施(6,7,8月)、アンケート集計
(9,10,11,12,1月)、まとめ(2,3月)

労働
安全衛生
教育体制

有給取得 委員会

産業医

チーム

労働衛生に関する理解度調査

安全衛生方針

目標

体と心の健康を維持・増進する働きやすい職場

年間スケジュール 　　　　上段：計画　下段：実施
担当者実施項目重点施策 実施状況

年間安全衛生計画(例)



安全衛生委員会で
簡単な年間計画を立てる

４月
ー６月

７月
ー９月

１０月
ー１２月

１月
ー３月

産業医を紹介す
るパンフレット
を作成する

○

チェックリスト
を用いて労働安
全衛生活動を確
認する

○

軍手をはめ、ゴ
ミ袋を持って職
場巡視をする

○

衛生教育の例

おすすめ 
民医連医療の特集
学習動画シリーズ

法改正のトピックも
抑えるとgood 



〇職場巡視の視点

労働衛生の3管理

労働衛生の３管理

作業環境管理

作業管理

健康管理

作業環境中の有害要因を取り
除いて良好な作業環境を確保
する

ばく露が少なくなるように作
業の手順や方法の変更や作業
姿勢の検討、保護具の装着

健康診断、その結果に基づく
事後措置、健康指導



例) 発がん性のある化学物質の場合

作業環境管理

作業管理

健康管理

例) よくある
産業保健現場での間違い

健康管理

作業環境管理

作業管理

×１／１０

×１／２

×１／５

×１／１



労働衛生の３管理

作業環境管理

作業管理

健康管理

対策の基本は上流から！
元から断つ。



労働安全衛生に関する講習の問題点

講演される先生は

・トップランナー(第一人者)
・うまくいっている事業場

講演を聞く立場は

・いい話を聞けたとは思うが、

・職場に持ち帰って実践する力は
不十分

労働安全衛生に関する
講習の問題点

全部大事・・

はじめは
段階的に



職場改善は一気に行う必要はなく

ちょっとずつの改善を積み上げる
積む順番を考える


